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■メール配信サービス登録方法

①「sg-m.jp」ドメインからのメール
　の受信を許可します。

④メール送信画面で、そのまま空メールを送信
　します。「仮登録完了のお知らせ」メールが
　届いたら、メールに記載のURL にアクセスし
　てください。

⑤利用規約をご確認の上「メール配信に同意する」
　ボタンを押します。

⑥希望する配信情報を
　選択し「確認画面に
　進む」ボタンを押し
　ます。

⑦内容を確認し「入力内容を登録する」ボタンを
　押します。

⑧「ご登録ありがとうございました」と表示され
　たら登録は完了です。別途、「本登録完了のお知
　らせ」のメールが届きますのでご確認ください。

▼

▼

▼

▼

※QRコードを読み取れない方は、次のアドレ
スに直接空メールを送信してください。
◎登録用アドレス
tsukubamirai.haisinkara@sg-m.jp

▼

②ＵＲＬ付きメールの受信を許可します。

  

防
災
行
政
無
線
を
メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す

　

市
で
は
、
防
災
情
報
や
防
災
行
政

無
線
で
放
送
し
た
内
容
を
配
信
す
る

登
録
制
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
の
登

録
受
け
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

登
録
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ご
自
身

の
携
帯
端
末
か
ら
登
録
方
法
の
案
内

を
参
照
に
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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③右のQRコードを読み取り、表示されたURL
　にアクセスしてください。画面の指示に従い　
　「メールを送信する」押します。

防
犯
カ
メ
ラ
付
き
自
動
販
売
機
の
設
置
で

安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す

　

市
で
は
安
全
で
住
み
良
い
地
域

社
会
の
実
現
を
目
指
す
た
め
、
コ

カ
・
コ
ー
ラ
イ
ー
ス
ト
ジ
ャ
パ
ン

㈱
と
『
防
犯
カ
メ
ラ
付
き
自
動
販

売
機
設
置
に
よ
る
安
心
・
安
全
な

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
協
定
』
を

締
結
し
ま
し
た
。

　

６
月
20
日
に
行
っ
た
協
定
締
結
の

調
印
式
で
は
、
関
係
者
が
出
席
す
る

中
、
片
庭
市
長
と
コ
カ
・
コ
ー
ラ

イ
ー
ス
ト
ジ
ャ
パ
ン
㈱
の
内な
い
と
う藤
洸こ
う
い
ち一

茨
城
・
栃
木
販
売
部
長
が
協
定
書
に

調
印
し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
は
、
コ
カ
・
コ
ー
ラ
社

の
設
置
す
る
自
動
販
売
機
に
防
犯
カ

メ
ラ
を
取
り
付
け
る
事
で
犯
罪
を
抑

止
す
る
と
共
に
、
自
動
販
売
機
内
に

保
存
さ
れ
た
映
像
を
必
要
に
応
じ
て

警
察
な
ど
に
提
供
し
、
捜
査
に
協
力

を
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

防
犯
カ
メ
ラ
付
き
自
動
販
売
機
の

設
置
は
コ
カ
・
コ
ー
ラ
イ
ー
ス
ト

ジ
ャ
パ
ン
㈱
エ
リ
ア
内
で
は
初
の
試

み
で
あ
り
、
こ
れ
を
よ
り
多
く
設
置

し
、
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
「
点
」

で
は
な
く
点
と
点
を
つ
な
い
だ「
面
」

で
の
防
犯
対
策
に
つ
な
げ
て
い
く
予

定
で
、
こ
れ
は
全
国
で
も
初
の
試
み

と
な
り
ま
す
。

　

片
庭
市
長
は
「
官
民
連
携
し
て
地

域
の
防
犯
に
取
り
組
む
す
ば
ら
し
い

協
定
。
こ
れ
を
期
に
市
全
体
の
防
犯

体
制
を
強
化
し
て
い
き
た
い
」
と
話

し
ま
し
た
。

　

コ
カ
・
コ
ー
ラ
イ
ー
ス
ト
ジ
ャ

パ
ン
㈱
で
は
今
年
度
、
福
岡
地
区
、

小
絹
地
区
、
み
ら
い
平
地
区
、
伊

奈
東
地
区
、
板
橋
地
区
、
谷
井
田

地
区
を
中
心
に
25
台
の
防
犯
カ
メ

ラ
付
き
自
動
販
売
機
の
設
置
を
計

画
し
て
い
ま
す
。

▷
協
定
書
を
手
に
す
る
内な
い
と
う藤
洸こ
う
い
ち一

茨
城
・
栃
木
販
売
部
長
㊧
と
片
庭

市
長
㊨

  

在
宅
介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

　

７
月
31
日
現
在
を
基
準
日
と
し

て
、
満
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
在
宅

で
介
護
し
て
い
る
家
族
の
方
で
、
次

の
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

は
、
介
護
慰
労
金
（
10
万
円
）
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
支
給
を
受
け

る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

■
支
給
要
件

○
介
護
者
お
よ
び
被
介
護
者
が
市
内

　

に
居
住
し
て
い
る
こ
と

○
基
準
日
に
要
介
護
４
ま
た
は
５
と

　

認
定
さ
れ
て
い
る
方

○
基
準
日
よ
り
過
去
１
年
間
、
介
護

　

保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な

　

い
方
（
１
週
間
ま
で
の
シ
ョ
ー
ト

　

ス
テ
イ
の
利
用
を
除
く
）

○
介
護
者
お
よ
び
被
介
護
者
が
市
民

　

税
非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ
と

■
申
請
期
間

　

８
月
１
日
㈪
〜
31
日
㈬
（
土
、日
、

祝
日
を
除
く
）

■
申
請
先
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福
祉
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